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※2021年まで
現行基準適用

改正食品衛生法施行スケジュール

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、
規模や業種等を考慮した一定の営業者は、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。

〇 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者の要件（小規模事業者の定義等）
（食品衛生法施行令）

〇 HACCPに沿った衛生管理の基準（食品衛生法施行規則）

営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。

〇 リコールの届出手続及び適用除外規定（食品衛生法施行規則）
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